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Ⅲ 安心で魅力あるまちづくり・地域づくり
１ 都市における防災機能の向上

密集市街地の整備促進のための特例措置の創設

○ 防災上危険な密集市街地において、防災街区整備事業等を強力に促進し、災害に

強い市街地を実現するため、税制上の特例措置を講ずる。

① 防災街区整備事業に係る特例措置の創設

防災街区整備事業を強力に促進するため、市街地再開発事業等と同様の特例措

置を創設

事業の流れ 特例措置の内容

事業の用に供する土地等の譲渡に係る特例（2000万円特別控事業準備段階

除、軽減税率等）【所・法・住】

施行者に係る特例（登録免許税の非課税等）事業計画の認可

地区外転出者が取得する補償金等に係る特例（5000万円特別
控除等）【所・法・不】権利変換計画決定

権利床取得者が取得する資産等に係る特例（課税の繰延べ、
清算金等の5000万円特別控除等）【所・法・住・不・固定】

保留床取得者が取得する事業用資産の買換特例【所・法】保留床・保留地の処分

防災街区整備事業の事業イメージ

② 防災都市施設に関する施行予定者制度の創設に伴う特例措置の拡充

都市計画施設に関する施行予定者制度と同様の措置（代替資産を取得した場合の

課税の繰延べ、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除）を創設

③ 防災街区整備推進機構の土地買取りに係る特例措置の延長及び拡充

譲渡所得に係る特別控除及び軽減税率の適用の対象に特定防災街区整備地区の

区域内の土地等を追加並びに軽減税率特例の適用期限を延長

防災施設建築物

個別利用区

防災施設建築物

事業後事業前

権利変換
共同化による防災性の向上

（耐火又は準耐火建築物）

共同化による防災性の向上

（耐火又は準耐火建築物）

防災公共施設の整備
（公園）

（耐火又は準耐火建築物）

防災公共施設の
整備（道路）

防災公共施設の
整備（道路）

個別利用区への権利変換
防災施設建築物の一部等への権利変換
又は　地区外への転出 個別利用区への権利変換
防災施設建築物の一部等への権利変換
又は　地区外への転出

権利床

保留床
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都市河川浸水被害対策推進のための税制上の措置

○ 特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域における浸水被害防止

対策を推進するための税制上の措置を講ずる。

１）雨水貯留・利用浸透施設に係る割増償却制度の拡充（所得税及び法人税）

２）雨水貯留浸透施設に係る固定資産税及び都市計画税の特例の創設

土砂災害の発生のおそれがある区域からの移転促進のための税制の創設

○ 土砂災害防止法の特別警戒区域内にある住宅の移転を促進するため、区域外に

新たに住宅を取得する場合の税負担を軽減する特例措置を創設（不動産取得税）

特別警戒区域外に住宅又は住宅用地を取得
した場合に係る不動産取得税の課税標準

↓

１／５控除

規
模　

大　

↑　

小

３大都市圏・３０万人以上の都市

対象外

２００ｍ3以上のもの

規
模　

大　

↑　

小

特定都市河川流域以外の３大都市圏３０万人以上の都市

２００ｍ3以上のもの

対象外

改正

特定都市河川流域

１００ｍ3以上に
要件を引下げ

規
模　

大　

↑　

小

３大都市圏・３０万人以上の都市

対象外

２００ｍ3以上のもの

規
模　

大　

↑　

小

特定都市河川流域以外の３大都市圏３０万人以上の都市

２００ｍ3以上のもの

対象外

改正

特定都市河川流域
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○償却資産部分は１／２に軽減　

（義務付けに係る施設）

○土地については、法律の趣旨を踏

　まえた適正な評価

○償却資産部分は１／２に軽減　

（義務付けに係る施設）

○土地については、法律の趣旨を踏

　まえた適正な評価




